
令和２年度事業報告書 
令和 ２年 ４月 １日～令和 ３年 ３月３１日まで 
特定非営利活動法人ＡｍａＲｉ 

 
１ 事業の成果    

  目的にあげた食育サロン福祉事業の食で交流がなされ高齢者のいきいきした姿が見られ今年度

は、他の団体とタイアップし高齢者の見守りも加えました。食育サロン利用者自らがボランティ

アとなり、企画を行い活動しています。「食を通し地域を元気に」を守り、活動を今年度も行いま

す。高齢化社会に向け、新たな場所で食育サロン福祉事業を新たな展開へと進める運びとなり、 

 宇佐市介護予防・日常生活支援総合事業の指定業者となり６年目を迎え、高齢者と食育に取り組

むことでの、介護予防・認知症予防(改善)を目標に取組を進めています。また生活応援訪問事業

にも手を上げ、６年目が過ぎました。今年度から訪問事業も始まり、スキルアップを常に行いな

がら、今後も高齢者の食育の普及・推進に力を入れる予定です。地域の高齢者に足を運んで着て

頂き熱いものをみんなと一緒に食べていただく。原点にもう一度かえることにします。 

 

地域の児童クラブとタイアップしての食育活動も早 3 年目が過ぎています。 

地域伝承食を昨年同様関わりながら、子ども達や地域の方々と学習・体験調理や作り方をより多

くの方々に伝え、伝統食のすばらしさを伝えるべく市外にも講座を行う取り組みを今年も継続し、

昔から作られてきた、調味料についても、また、伝えたい田舎料理（郷土料理）についても今年

は取り組んで行きたいと考えています。定款にあげて毎年取り組みを行う摘草研究、食育サロン

を利用する多くの方々に食べて頂いたり、塗り薬としての効果を成果にまとめ県民の方々に分か

りやすく伝えるカレンダー作成、昨年は、予算の関係上カレンダー作成を見送りました。来年度

はレシピ本の形で復活に向け頑張りたいと思います。民間企業とのタイアップも８年目。今年度

新たな企業さんがバックスポンサーにと手を上げていただきました。これも、取り組み成果と考

えています。新たな形として協力いただく企業さんに報告を目指します。地元の小学生との食育

の日の取り組みも７年目となりました。今年度は、高校生の高齢者サロンへの交流のお手伝いを

しながら、高校生と高齢者を繋げての食育プロジェクトのお手伝い。また、高齢者食堂の実現・



地  

域 と の 交 流 の 場 （ Ａ ｍ ａ Ｒ ｉ 屋 台 村 ） ロ ン グ テ ー ブ ル の 定 着 。

 

 

すぐには大きな結果とはならず見えませんが小さな活動をコツコツ行う食育活動。「食」の大切さ。

「食」がすべてに関係して成り立っていること。活動を続けることで少しずつ成果となり、形と

なる事の大切を身に染み感じているところです。定款は守りながら、新たな取り組みを加え、皆

さんと共に育っていく、ＡｍａＲｉでありたいと思います。 

今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止にＮＰＯ法人ＡｍａＲｉとして、全力で戦っていく所

存であります。どうぞご協力宜しくお願い致します。 

これから、尚一層・理事一同一丸となり食育サロン地域福祉事業に頑張っていく所存であります。 



２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した事業) 
具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金

額（単位：千

円） 

食育サロン福祉事業 ・食事を一緒に作る (A) 毎週火曜日・ 

毎週土曜日 

(B)下恵良食育サロン 

(C)３人 

(A) 宇佐市や他

市 

(B) 人 

 

 

千円 

 

食育啓発事業 

 

 

 

 

（野草研究発表） 

 

 

・食事マナーの改善 

 

 

 

 

・摘草試作 

 

(A)毎週火曜日  

 第２土曜日 

(B)下恵良食育サロン 

(c)３名 

 

(A)３月から随時 

(B)下恵良食育サロン 

(c)１名 

(D)宇佐市内 

 南院内地

区 

(E) 

 

 

(D)宇佐市内や

他市 

(E)300 人以

上 

 

 

 

０円 

 

 

地産・地消・安心・安

全な商品・食品開発

及び雇用創出事業 

・ゆずこしょう作り 

・商品開発 

（こんにゃく） 

(A) 9・10 月～ 

  3 月まで 

(B)下恵良食育サロン 

四日市食育スタジオ 

(c)３名 

（D）宇佐市内・ 

（E）１００名 

 

円 

 

地域の見守り 

訪問及び生活支援

事業 

・食事を一緒に食べる 

・食事作りや声掛けに

訪問する 

（Ａ）毎週火・木・金 

（Ｂ）下恵良食育サロン 

（ｃ）３名 

（Ｄ）宇佐市内 

（Ｅ）人 

 

 

千円 

    

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにし

て記載する。 

２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 

 












